
 - 99 -

２２ 社会福祉法人糸魚川市社会福祉協議会 

地区社協運営委員会設置規程 

平成１７年３月１日制定 

糸社協規程第 ２０ 号 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、糸魚川市社会福祉協議会（以下「協議会」という。）が本市に

おける地区社会福祉協議会（以下「地区社協」という。）における社会福祉事業の

効率的運営と組織的活動を促進し、地域福祉の増進を図るため、必要な事項を定め

るものとする。 

（設 置） 

第２条 前条の目的に基づき、社会福祉法人糸魚川市社会福祉協議会定款（以下「定

款」という。）第３３条第３項の規定により、糸魚川地区社協運営委員会、能生地

区社協運営委員会、青海地区社協運営委員会（以下「運営委員会」という。）を設

置する。 

（運営委員会） 

第３条 運営委員会は、第１条の目的達成のため、定款第２条に定める事業等につい

て協議推進するものとする。 

（組 織） 

第４条 運営委員会は、前条の規定に定める事項を協議するため、２０名以内の委員

をもって組織し、地区社協の推せんに基づき、協議会長が委嘱する。 

２ 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の中から互選する。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職

務を代理する。 

５ 運営委員会の庶務は、地区社協の事務所において処理する。 

（任 期） 

第５条 委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会 議） 

第６条 運営委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上の出席をもって開催し、委員長が議長となる。 

３ 委員会の協議経過については、協議会に報告するものとする。 

（委 任） 

第７条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

  附 則（平成１７年３月１日） 

 この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２８年１２月２６日） 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 


